
群馬県 

感染症対策営業時間短縮要請協力金 

（飲食店用・第４弾） 

＜申請要領＞ 

 
 

（要請期間・対象地域） 

期間Ｇ：９／１３（月）～９／３０（木） 

期間Ｈ：１０／１（金）～１０／７（木） 

対象地域：県内全域（３５市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請受付期間 

郵送申請：令和３年１０月１２日（火）～１１月３０日（火） 

オンライン申請：令和３年１０月１５日（金）～１１月３０日（火） 
 

【相談窓口】 

※第１弾（5/8～6/13 分）・第２弾（6/14～6/20 分）と異なりますので、ご注意ください。 

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター 

電話番号：０５０―５４４４―６０９６ 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日・祝日含む） 
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令和３年度群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金【飲食店用・第４弾】 

（要請期間：９月１３日～１０月７日分）申請要領 
Ⅰ 概要                                  

 

１ 趣旨 

群馬県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第２４条第９

項及び同法第４５条第２項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しました。 

この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。 

 

期間Ｇ（９月１３日（月）～９月３０日（木）） 計１８日間の要請内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間Ｈ（１０月１日（金）～１０月７日（木）） 計７日間の要請内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支給対象 

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容

に協力していること。 

 

 

 

 

 

※通常午前５時から午後８時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店

等は、期間Ｇにおいて休業した場合に限り支給対象となります（期間Ｈは対象外です）。 

※期間Ｇは要請の延長、期間Ｈは短期間の要請であったため、協力開始日の猶予期間は設けて

いません。 

【要請内容等】 

 対象地域 県内全域（３５市町村） 

 対象業種 （１）飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている以下の店舗 

（宅配、テイクアウトサービスを除く） 

飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店、遊興施設等（スナック、バー等）、 

結婚式場 

（２）カラオケ店（飲食店営業許可を受けていない店舗を含む） 

 要請内容 ・酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業（※） 

・上記以外の飲食店は、午後８時から午前５時までの営業自粛 

・感染防止対策の実施 

※酒類の提供（利用者による酒類の店内持込含む）及びカラオケ設備の提供を 

取りやめる場合は、午後８時から午前５時までの営業自粛 

【要請内容等】 

 対象地域 県内全域（３５市町村） 

 対象業種 飲食店営業許可を受け、午後８時から午前５時までの間に営業している 

以下の店舗（宅配、テイクアウトサービスを除く） 

接待を伴う飲食店、カラオケ店、酒類を提供する飲食店、結婚式場 

 要請内容 ・午後８時から午前５時までの営業自粛 

・酒類の提供は午後７時まで 

・カラオケ設備の提供を自粛（飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場） 

・感染防止対策の実施 
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３ 支給額 

１店舗あたり １日あたりの支給単価 × 要請に応じた日数  

 

 

 

 

 

 

 

  

【１日あたりの支給単価】 ※千円未満切り上げ 

 （１）期間Ｇ（県内全域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）期間Ｈ（県内全域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規開店特例等】 

・新規開店特例（時短要請月を基準に開店 1 年未満の店舗に対する特例） 

（１日あたりの支給単価の計算方法） 

開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、１日あたりの売上高を計算し、

当該売上高を基に、１日あたりの支給額を算出します。 

 

●売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。 

●中小企業等（考え方は、３頁＜参考１＞を参照）は、「売上高方式」か「売上高減少方式」

を選択できます。 

※大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択 

●申請店舗における飲食事業売上高を基に、１日あたりの支給単価を計算します。 

※定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。 

＜１日あたりの売上高の算出方法＞※1円未満切り上げ 

期間Ｇ ⇒ 前年又は前々年の９月の売上高合計÷３０日 

期間Ｈ ⇒ 前年又は前々年の１０月の売上高合計÷３１日 

※注意…売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

１日あたりの売上高 １日あたりの協力金単価
100,000円以下 4万円【下限】
100,000円超～250,000円以下 1日あたりの売上高×0.4
250,000円超 10万円【上限】

500,000円以下（売上高減少額） 売上高減少額×0.4

500,000円超（売上高減少額） 20万円【上限】

方式区分

中小企業

大企業
（中小選択可）

売上高
方式

売上高
減少方式
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・合併・法人成り・事業承継特例 

（合併を行った法人や、法人化した個人事業主、事業承継した個人事業主に対する特例） 

（１日あたりの支給単価の計算方法） 

事業の継続性があると認められる場合、前年又は前々年の売上高を基準に、1 日あたりの

売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。 

 

＜参考１＞中小企業の考え方（中小企業基本法） 

 以下のいずれかに該当する事業者を中小企業といいます。 

業種 
中小企業者 小規模企業者 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数 

①製造業等 

（②～④を除く） 
３億円以下 ３００人以下 ２０人以下 

②卸売業 １億円以下 １００人以下 ５人以下 

③サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 ５人以下 

④小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 ５人以下 

 

＜参考２＞みなし大企業の考え方 

以下のいずれかに該当する中小企業を「みなし大企業」とします。 

 

（１）発行済株式の総数又は出資金額の総数の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

（２）発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

（４）発行済株式の総数又は出資金額の総額を（１）～（３）に該当する中小企業者が所有して

いる中小企業者 

（５）（１）～（３）に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占め

ている中小企業者 

（６）申請時点において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課

税所得の年平均額が１５億円を超える中小企業者 

 

Ⅱ 申請要件                                 

次の全ての要件を満たす場合に協力金を支給します。 

 

１ 営業時間の短縮要請の対象地域に店舗を有し、かつ、営業時間の短縮要請の開始日以前から

午後８時から午前５時までの間に営業を行っている者であること（※） 

※ 通常の営業時間が午前５時から午後８時までで、酒類又はカラオケ設備を提供する店舗

が休業した場合も、期間Ｇに限り対象となります。 

 

２ 営業時間の短縮要請等の全期間（※）において、県からの要請内容に協力した者であること。 

※ １頁の「２ 支給対象」を参照してください。 

 

３ 食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可（※）を営業時間の短縮要請の開始日以前

に取得し、引き続き、申請時点において有効な許可を受け、来客用の飲食スペースを有する飲

食店を運営している者であること（カラオケ店は除く）。 

※ 期間Ｈについては、飲食店営業許可を有する店舗のみが対象となります。 
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４ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、群馬県暴力団排

除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は第６条に規定する

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「密接関係者」という。）に該当せず、

かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事

業者の経営に事実上参画していないこと。 

 

５ その他誓約事項に同意すること。 

 

Ⅲ 申請手続等                                   

１ 問い合わせ先 ※電話対応のみ 

 

 

 

 

 

２ 申請書類の入手方法 ※令和３年１０月１１日（月）から配布 

以下の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。 

・県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00030.html）からダウンロード 

・県行政県税事務所・各市町村 

・商工会議所・商工会 

 

３ 受付期間 

郵送申請：令和３年１０月１２日（火）から同年１１月３０日（火）まで 

オンライン申請：令和３年１０月１５日（金）から同年１１月３０日（火）まで 

 

４ 申請方法 

以下のいずれかの方法で、申請を受け付けます。なお、申請書類は返却しません。 

また、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合があ

りますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。 

 

（１）オンライン申請 ※申請開始日は１０月１５日（金）です。（１３時受付開始予定） 

県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00030.html）上の申請フォームから

申請してください。 

（注）申請は、令和３年１１月３０日（火）２３時５９分までに送信を完了してください。 

申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きます。 

なお、オンライン申請をされる方は、新規申込者登録画面からアカウントを作成してください。 

申請の受付状況やその後の審査の進捗等については、ログインして御確認いただけます。 

 

（２）郵送申請【令和３年１１月３０日（火）消印有効】 ※持参での申請受付は行いません 

申請書類一式を以下宛先に簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください（送

料は申請者側で負担）。提出書類は原則として付属の色つき封筒に封入して郵送してください。 

 

 

 

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター 

電話番号：０５０－５４４４－６０９６ 

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日・祝日を含む） 

〈宛先〉〒３７０－０８１１ 群馬県高崎市相生町１－１ 八十二銀行高崎ビル６階 

「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金審査センター」あて 
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５ 支給決定 

（１）申請書類を受理後、内容を審査し、適正と認められる場合に順次、協力金を支給します。 

概ね１ヶ月程度で指定の口座に振り込みます。（申請書等に不備がある場合は、別途期間を要

します。） 

 

(２) 審査の結果については、別途通知を発送します。 

 

Ⅳ 留意事項                                    

 

１ 書類の不備等があり、群馬県（県の委託を受けた者を含む。以下「県」という。）が申請者に

連絡・確認できない場合及び申請者が追加書類の提出に応じない場合が相当期間続いたときは、

申請受付日から１ヶ月経過した日を以て、申請が取り下げられたものとみなします。 

 

２ 協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、県は、支給決定

を取り消します。この場合、申請者は協力金を返還し、加算金を支払うこととなります。 

なお、協力金の不正受給が確認された場合、事業者名、対象店舗等の情報が公表されます。 

 

３ 県では、要請期間中、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行います。 

偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、事業者名等を公表し、警察

に情報提供の上、法的措置を講じます。 

 

４ 協力金の支給事務を円滑、適正に行うため、県では、必要に応じて検査、報告又は是正のた

めの措置を求めることがあります。 

 

５ 申請書に記載された情報は、行政機関（税務当局、警察、保健所等）の求めに応じて、提供

することがあります。 

 

６ 県は、審査の過程において、追加の書類提出を求める場合があります。 
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Ⅴ 申請書類・添付書類                                   

（別表１）必須書類 ※チェック☑を入れ、必要書類が揃っているか確認ください。 

提出書類一覧 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 

１ 

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金（飲食店用・第４弾）支給申請書 

（様式１及び別紙） 

※申請日を忘れずに記入してください。 
□ 

２ 
誓約書（様式２） 

※日付は申請日と同じ日付としてください。必ず自署してください。 
□ 

３ 店舗ごとの協力金支給申請額計算書（別添１～３） □ 

４ 

飲食店営業許可又は喫茶店営業許可（要請期間中有効なもの）を取得している

ことが分かる書類の写し ※Ａ４サイズでコピーして添付 

※申請者は、営業許可証に記載された名義人・法人としてください。 

※飲食店営業許可を持たないカラオケ店が期間Ｇを申請する場合は不要。 

 

 

 

 

 

□ 

５ 

※（５/８～６/１３又は６/１４～６/２０）分の支給を受けている場合及び

（８／７～９／１２）分の申請をしている場合は不要 

店舗の外観全体（店舗名が確認できるもの）の写真※Ａ４サイズでコピーして添付 

 ※のれんや看板などを写して店舗名が分かるように撮影してください。 

□ 

６ 

※（５/８～６/１３又は６/１４～６/２０）分の支給を受けている場合及び

（８／７～９／１２）分の申請をしている場合は不要 

店舗の内観（店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの）の

写真 ※Ａ４サイズでコピーして添付 

 ※適切な感染防止対策（例：アクリル板の設置や座席間隔の確保など 

飛沫感染防止の措置、手指消毒）を行っていることが分かるよう複数枚提

出してください。 

□ 

７ 

営業時間を短縮（休業）していたことが分かる書類のコピー又は写真 

 ※Ａ４サイズでコピーして添付 

 ※営業時間短縮の期間、変更前と変更後の営業時間を確認できるホームペ

ージや店頭ポスター、チラシなど対外的に営業時間の短縮や休業の事実

を周知していることが分かるものを添付してください。 

※店舗等の名称や状況（時間短縮の期間、変更前後の営業時間）が分かるよ

うに工夫してください。 

 

 

 

 

□ 

＊転居、結婚等による改姓、相続、法人名変更、法人合併・分割などによ

り、営業許可証に記載されている住所・氏名・法人名が申請者と異なる

場合には、名義が異なる経緯を確認できる書類のコピーを添付してくだ

さい。（戸籍謄本、法人設立届、法人登記事項証明書など） 

＜注意＞以下のような書類は不備となりますのでご注意ください。 

・時短期間（○日から○日まで）の記載がない（確認できない）もの 

・店舗名の記載がないもの 

・変更前や通常時の営業時間の記載がない（確認できない）もの など 
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８ 

※売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要 

令和２年（2020 年）又は令和元年（2019 年）の事業年度の確定申告書の写し 

※Ａ４サイズでコピーして添付 

（法人）法人税確定申告書別表１の控え   

法人事業概況説明書（両面） 

（個人）所得税の確定申告書第一表の控え（青色申告、白色申告） 

    所得税青色申告決算書（１枚目、２枚目）※青色申告の場合のみ 

 

 

 

 

□ 

９ 

※売上高方式で下限額の協力金を申請する場合は不要 

飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し 

※協力金算定に使用した年月のもの ※Ａ４サイズでコピーして添付 

（令和２年（2020 年）又は令和元年（2019 年）の９月及び１０月のもの） 

※売上高減少方式の場合は、令和３年（2021 年）９月及び１０月の売上帳簿

も必要です。 

 

 

 

□ 

10 

※（８/７～９/１２）分（早期支給申請を含む）を申請している場合は不要 

通帳等の写し ※Ａ４サイズでコピーして添付 

・金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人が確認できるページの写し 

※通帳を開いた１・２ページ目の写しを提出してください。 

・インターネットバンキングは、上記事項の記載されたページの写し 

□ 

11 

※（８/７～９/１２）分（早期支給申請を含む）を申請している場合は不要 

本人確認書類の写し ※Ａ４サイズでコピーして添付 

（法人）代表者の運転免許証（表裏）、パスポート（顔写真と所持人記載欄の

ページ）、マイナンバーカード（番号不要）、保険証 等 

（個人）運転免許証（表裏）、パスポート（顔写真と所持人記載欄のページ）、

マイナンバーカード（番号不要）、保険証 等 

□ 

12 

※（５/８～６/１３又は６/１４～６/２０）分の支給を受けている場合及び

（８／７～９／１２）分の申請をしている場合は不要 

酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かる資料 

（メニュー表の写しなど） ※Ａ４サイズでコピーして添付 

□ 

 

 

＜注意＞確定申告書の控えには収受印（税務署でｅ－Ｔａｘで申告した場

合には、受付日時が印字）されていること、自宅からｅ－Ｔａｘで申告

した場合は受信通知（メール詳細）の添付が必要です。 

＜注意＞事業所が１カ所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定

申告書類（法人事業概況説明書や青色申告決算書）のみで、協力金算定

に使用した年月の飲食事業の売上高が把握できる場合は添付不要です。 

両方を添付 
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令和３年１０月●日 

群馬県知事 様 

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金【飲食店用・第４弾】 

 

 
 次のとおり群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の支給を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。なお、下記記載事項及び添付書類の内容については、事実と相違ありません。 

 

１ 申請状況 

申請状況 (該当する場合☑) 
グループコード・ 

受付番号（注） 

☑ 
「令和 3年度 感染症対策営業時間短縮要請協力金（5/8～5/15 分）

又は（5/16～6/13 分）」を申請しています。 
Ｗ００００００ 

☑ 
「令和 3年度 感染症対策営業時間短縮要請協力金（6/14～6/20 分）」 

を申請しています。 
Ｗ００００００ 

☐ 
「令和 3年度 感染症対策営業時間短縮要請協力金（8/7～9/12 分）」 

（早期支給）を申請しています。 
 

☑ 
「令和 3年度 感染症対策営業時間短縮要請協力金（8/7～9/12 分）」 

（本申請）を申請しています。 
e-００００ 

（注）オンライン申請において、申請完了後のメールに記載されていたコード・番号です。 

 

２ 申請者情報   

申請事業者名 
フ リ ガ ナ グンマ タロウ 

名称 群馬 太郎 

申請者の種別 

(選択) 

法人 

法人番号              (13 桁) 

所在地 〒    － 

資本金 
又は出資金         円 

常時雇用する 
従業員数         人 

個人 
住所 

〒●●●－●●●● 

前橋市大手町●-●-● 

生年月日 平成●年●月●日  

作成担当者 

フ リ ガ ナ グンマ ハナコ 

所属部署 

 

氏名 群馬 花子 

連絡先 
電話番号： ●●● － ●●● － ●●●● 

メールアドレス： △△△ @ pref.gunma.lg.jp 

   申請事業者名と営業許可証の名義に相違がない。 

※営業許可証に記載されている住所・氏名・法人名が申請者と異なる場合には、名義が異なる経緯を

確認できる書類のコピーを添付してください。（戸籍謄本、法人設立届、法人登記事項証明書など） 

 

様式１（記入例） （飲食店等用） 

申請日を記入してください 

担当部署がない場合、空白で可 

※申請状況について、該当する区分に☑してください。 

支給申請書 
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３ 振込先情報 

以下の振込先情報を記入してください。   

※口座番号が６桁以下の場合、はじめに「０」を記載してください。 

※必ず申請者名義の口座を指定してください（申請者が法人の場合は当該法人、個人事業者の場合は

当該個人の口座に限ります）。 

 

４ 協力金支給申請店舗数 

  協力金支給を申請する店舗数を記入してください。 

   ２ 店舗 

 

５ 店舗ごとの支給額 

  店舗ごとに【別紙：店舗ごとの状況確認書】を作成し、店舗名及び支給額を記入してください。 

No. 店舗名（屋号） 
店舗ごとの支給額 

（期間Ｇ） 

店舗ごとの支給額 

（期間Ｈ） 

店舗ごとの支給額 

（総額） 

1 ●●屋△△店 ７２０，０００円 １７５，０００円 ８９５，０００円 

2 ●●屋■■店 ８６４，０００円 ２５２，０００円 １，１１６，０００円 

3  ０００円 ０００円 ０００円 

4  ０００円 ０００円 ０００円 

5  ０００円 ０００円 ０００円 

6  ０００円 ０００円 ０００円 

7  ０００円 ０００円 ０００円 

8  ０００円 ０００円 ０００円 

9  ０００円 ０００円 ０００円 

10  ０００円 ０００円 ０００円 

計 １，５８４，０００円 ４２７，０００円 ２，０１１，０００円 

 

 

  

金融機関名 ●●銀行 金融機関コード １ ２ ３ ４ (４桁) 

本・支店名 本店 支店コード ５ ６ ７ (３桁) 

預金種別 
１：普通 ２：当座 

（いずれかを〇で囲んでください） 
口座番号 ８ ９ １ ２ ３ ４ ５ (７桁) 

フ リ ガ ナ グンマ タロウ 

口座名義人 群馬 太郎 
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店舗ごとの状況確認書 

 店舗ごとに、店舗情報及び時短営業の実施状況について記入してください。 

また、店舗ごとの協力金支給申請額を計算し、「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金支給

申請書」の５「店舗ごとの支給額」の欄に転記してください。 

 

１ 店舗情報 

フ リ ガ ナ  グンマ タロウ 

申請事業者名 群馬 太郎 

フ リ ガ ナ ●●ヤ△△テン 

店舗名（屋号） ●●屋△△店 

店舗の所在地 
〒●●●－●●●● 

前橋市大手町●-●-● 

店舗電話番号 ●●● － ●●● － ●●●● 

 

２ 時短営業の実施状況 

営業時間短縮の要請に応じた期間 
□ 令和３年９月１３日から９月３０日まで（１８日間） 

□ 令和３年１０月１日から１０月７日まで（ ７日間） 

従前の営業時間  １８時００分 から ２２時００分 まで 

要請期間中の営業時間等 

□ 時短営業 

 １８時００分 から ２０時００分 まで 

 

※期間Ｇは、酒類及びカラオケ設備の提供を終日自粛。 

※期間Ｈは、酒類提供は１１時から１９時まで。 

（飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場につい

ては、カラオケ設備の提供も終日自粛） 

 

□ 休業 

※ 支給額の算定にあたっては、別添１及び別添２を添付してください。 

なお、新規開店特例を適用する店舗は、別添３を添付してください。 

 

※複数店舗での申請の場合にはコピーしてお使いください。 

【別紙】 




